
2024年度熊本ライトハウス事業計画 

 

１ 施設の基本理念 

 ～「隣人を自分のように愛しなさい」～ 

  『伝える愛 伝わる愛』 

キリスト教の「隣人愛」の精神に基づき、子どもの基本的人権が尊重され、

その自己実現が図られるよう、その人らしく喜びを持ち社会の一員として生活

できるよう支援する。また、様々なツールを用いて情報発信を行い、運営の透

明性を高める。 

 

２ 2023 年度の主な取り組み   

(1) 職員の主体性を育む職場環境の整備 

業務内容の見直し、働き方について積極的に取り組んだが実行には移せて

おらず、今後の検討課題となった。 

 

(2) 利用者のニーズに合った支援活動の実施 

支援困難な子どもも増加し、個別対応の対応についても検討を行ったが、

職員のスキル不足等による状況も散見された。また、家族対応等についても

不十分な状況が見受けられた。 

 

(3) 将来を見据えた盤石な経営基盤の構築 

2024 年度の報酬改定へ向け、リーダー会等で今後の課題等の検討を行っ

た。また、全職員に経営状況を周知するよう心がけた。 

 

(4) その他 

規模を縮小しながらも、バザーや感謝祭などを再開することが出来た。感

染症対策については、こまめな対策を奨励したが、11 月にはクラスターが

発生し、対応に追われた。 

 

 

３ 2024 年度の取組方針  

(1)事業の運営に関する方針 

 ①中長期計画の作成を行い、将来を見据えた事業運営を行う。 

 ②法改正、報酬改定に沿った事業運営の展開を行う。 

 ③子ども中心の支援の展開を行う。 

 

＜目標＞  

・中長期計画検討委員会（仮称）を立ち上げ、検討に入る（4 月）（方針(1)①

関係）。 

・中長期計画を策定し、職員全員が周知した状況にする（8 月）（方針(1)➀関

係） 

・法改正、報酬改定の内容に沿った状態にする（年間通して）（方針(1)②関係）。 



・ホーム会議を月 1 回以上開催し、子どもの意見が十分反映出来るように配慮

する（月 1 回）（方針(1)③関係）。 

   

(2)組織の管理運営に関する方針 

①働きやすい職場づくりを進める。 

②職員教育を充実させる。 

③基本理念や就業規則等諸規則の理解促進、労働環境の整備。 

④組織構造の見直しを行う。 

 

＜目標＞     

・ハラスメント等がない職場環境の状態にする（年間通して）（方針(2)①、(2)

③関係）。  

・施設長、副施設長による面談を年 2 回以上行う（年 2 回）（方針(2)➀関係）。 

・新任職員への教育の充実（年間通して）（方針(2)②関係）。 

・必須項目のサポーターズカレッジの 100％受講（年間通して）（方針(2)②）。 

・休暇取得の促進を行う（(2)①、(2)③関係）（具体的取組に具体策記載）。 

・適正な労働時間管理の促進を行う（年間通して）（方針(2)②関係）。（具体的

取組に具体策記載）。 

・基本理念や就業規則等諸規則について研修、全体会議での周知を行う（年間

通して）（方針(2)③）。 

・新体制での早期稼働が出来る状態にする（5 月）（方針(2)④関係）。 

     

(3)経営に関する方針 

①財務に関する情報の職員の共有化を行う。 

②歳出構造を見直す。 

 

＜目標＞ 

・年度中間と年度末に、財務状況について職員に周知する（年 2 回）（方針(3)

①関係）。 

・年間の光熱水費を前年度比 1 割以上削減する（年間通して）（方針(3)②関

係）。 

  

(4)重要な施設整備や機械導入等に関する方針 

環境改善や安全性向上等のために優先順位をつけながら整備を行う。 

 

＜目標＞ 

・梅雨時までに雨漏り個所を補修する（7 月）（方針(4)関係）。 

・早急な対応が必要な個所の整備を行う（年間通して）（方針(4)関係）。 

・費用対効果の高い部分からＩＣＴ化を推進（年間通して）（方針(4)関係） 

 

(5)その他 

   ①地域貢献活動を促進する。 

   ②性教育の実施。 



   ③感染予防対策、環境整備の徹底。 

   ④虐待防止・身体拘束を行わないための施策の検討。 

   ⑤行政、学校、ご家族との連携の強化。 

   ⑥「さんさん」の利用促進。 

 

＜目標＞ 

・地域との交流事業の継続、新規活動への参加を行う（都度）（方針(5)①、(5)

⑤関係）。 

・性教育の問題について職員全体で取り組み、職員の研修への参加を積極的に

行うとともに、月 1 回以上子供に対しての性教育の場を設ける（月 1 回）

（方針(5)②関係）。 

・個別支援の具体的取組、報告、事例検討会の月 1 回以上の実施を行う（月 1

回）（方針(5)②関係）。 

・感染症、災害時の災害時のＢＣＰの見直し、実践を行う（9 月）（方針(5)③

関係）。 

・虐待、身体拘束（特別な理由を除く）0 運動（年間通して）（方針(5)④関

係）。 

・「さんさん」の利用計画を作成し、実行する（方針(5)⑥関係）（年間通し

て）。 

  

４ 2024 年度の具体的な取組 

(1)各会議等で施設全体の課題を協議し、職員全体で課題を共有出来るようにす

る（方針(1)①②③、(2)①③④、(3)①、(5)②関係）。 

●中長期計画検討委員会（仮称）を立ち上げ、策定して各職員へ周知(６月ま

で)。 

●全体会議で基本理念の共有を行う（4 月、10 月）。 

●職員会議で諸規則のポイントを説明（4 月、10 月）。 

●職員の組織ガバナンスの理解、徹底を行う（4 月）。 

●新人職員に対する育成マニュアルの作成（5 月）。 

●業務内容の見直しを行う（年間通して）。 

●のぞみホームとの協働を行う（年間通して）。 

●施設長、副施設長による個別面談の実施を行う（4 月、10 月）。 

●育児、看護、介護等に係る休暇取得の促進（年間通して）。 

●4 連休取得促進。（年間通して）。 

●適正な労働時間管理を行う（年間通して）。 

 

(2)サポーターズカレッジの利用促進、研修参加（方針(2)②関係)。 

●サポーターズカレッジの視聴時間の確保と必須項目を設定し、職員の視聴率

100％の視聴を目指す（年間通して）。 

●研修委員会の毎月開催、実施（年間通して）。 

●研修参加の促進（年間通して）。 

 

(3)業務効率化へ向けた取り組みを行う（方針(3)①、②関係）。 



●財務に関する情報の共有を行う（年間を通して）。 

●水道光熱費等必要経費の削減方法の検討、実施（9 月まで）。 

●業務の簡便化の提案、実施（各会議にて都度提案）。 

 

(4)職場環境を改善する(方針(4)関係） 

●リスクマネジメント委員会より改善案等を提案する（9 月までに提案）。提案

内容も踏まえて可能なものから順次実施する（年間通して）。 

 

(5)日常的な地域との交流を行う（方針(5)①関係） 

●地域との交流事業をコロナ前の状態にする（年間通して）。 

●挨拶運動の実施（年間通して）。 

●近隣清掃活動の実施（年間通して）。 

●町内会、学校行事への積極的参加（年間通して） 

 

(6)子供の特性に合わせた情報共有を行う（方針(5)②⑤関係） 

●職員会議、毎日のミーティングでの情報共有を行う（年間通して）。 

●子どもへの対応の具体的取組、報告、事例検討の実施(月 1 回以上実施)。 

●リスクマネジメント委員会による分析、検討報告の実施（月 1 回以上）。 

 

(7)感染予防対策、災害時のＢＣＰの見直し(方針(5)③関係） 

●見直し、職員への周知（できるだけ早く）。 

●毎月の電気、水等の使用量を”見える化”する（できるだけ早く）。 

 

(8)虐待防止、身体拘束の防止（方針(5)④関係）。 

●全体職員会議での研修（4 月、10 月、1 月）。 

●委員会の定期開催、具体例の分析を行う（毎月 1 回）。 

 

(9)さんさんの利用促進を行う（方針(5)⑥関係） 

●さんさんの利用について、年間計画を立てる（4 月）。 


